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    令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日 

京都府高等学校文化連盟 

各 専 門 部 会 長  様 

 

京都府高等学校文化連盟 

会   長     吉 川  孝 

（京都府立鴨沂高等学校長） 

 

 

京都府高等学校文化連盟各部門に対する協賛（部門協賛）について（通知） 

 

 

 京都府高等学校総合文化祭をはじめとして、各専門部事業の一層の活動充実を図るため、別添

の「部門協賛基本方針」により、各部門において企業等からの協賛を受けることができることと

しますのでお知らせするとともに、下記のとおりお取り扱いくださいますようお願いします。 

 

 

記 

 
１ 部門協賛は各専門部の判断により、必要性に応じて企業・大学等に依頼するもので、部門協

賛金（物品）が不要であれば依頼する必要はありません。 

２ 受けた協賛金及び物品は受けた部門が全て使えることとします。使途については「基本方針 

４」のとおりで、京総文以外の事業でも可能とします。協賛金等はすべて「部門協賛収入報告

書」に記載し、専門部会計に計上して収支決算した上で、令和３年３月 12 日(金)までに報告

してください。なお、申込等の手順については、別紙「部門協賛の手順」を参考にしてくださ

い。 

３ 京総文で広告協賛を受けることのできるサイズは、原則としてＡ４判２頁分を上限と                     

します。 

４ 様式等については、本連盟ホームページからダウンロードしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

京都府高等学校文化連盟事務局 

（京都府立鴨沂高等学校内） 

 TEL/FAX 075-746-3497/3498 

Mail kobunren-kyo@kyoto-be.ne.jp 



（別紙） 

京総文広告協賛の手順 

 

 

１  協賛について各専門部会長あて通知  ＊今回  

２  各部門にて協賛依頼文書を作成し、企業・大学等あて協賛依頼  ＊別紙参考  

 

４   事務局より各専門部委員長に「掲載内容の確認」連絡（９月上旬）  

５  各専門部会長から各企業・大学等あて協賛金振込請求書送付  

（振込先口座記載）（９月上旬）  

６  各企業・大学等から各部門あて協賛金振込（９月末）。  

７   各専門部から各企業・大学等に領収書発行（物品協賛の場合は受領書）  

 

９  京総文総合プログラム完成（ 10 月中旬）。  

 高文連事務局から各専門部京総文会場あて京総文総合プログラム送付。  

 

 

 

 事務局 
                                       

         (1) (3) (4) (8) 
                                                      (2)   
                                   企業・大学等       (5)       専門部 
                                                         (7)                   
                                                        (6)     銀行口座 
                                                                 

３  各企業・大学等からの申込書のコピーと「広告掲載申請書」及び広告原稿

（データ）を高文連会長あて送付    （期限：８月 31 日（月））  

８  協賛金が入金次第、各部門から高文連事務局あて報告（電話）（９月末） 

 

10 各専門部会長から高文連会長あてに「協賛金報告書」並びに「通帳の写し」

提出。（各専門部の収支報告書と共に提出、期限： 3 月 12 日 (金 )）  



（参考） 

 

令和    年  月  日 

 

（該当企業・大学名等）様 

 

京都府高等学校文化連盟 

○○専門部会長 ○○ ○○ 印 

（○○○高等学校長） 

 

 

第 37 回京都府高等学校総合文化祭○○部門に対する協賛について  

 

 

 この度、別紙開催要綱により第   回京都府高等学校総合文化祭○○部門を開催します。 

 つきましては、同文化祭の趣旨を御理解いただき、当部門開催への協賛について御協力くださ

いますようお願い申し上げます。 

 なお、協賛いただける場合は、別紙「協賛申込書」を下記の本連盟専門部会長へ送付してく

ださい。 

 

記 

１ 申込書送付先 

京都府高等学校文化連盟○○専門部会長 

〒○○-○○ （各専門部会長の所属校住所） 

 

施行時、「開催要綱」「日程会場一覧」「基本方針」「取扱要領」「原稿サイズ表」及び「部門実施要項」を添付してください。 

 

 

 

 

 

 

担当：○○ ○○ 

（○○高等学校） 

Tel 

Fax 

E-mail 



京都府高等学校文化連盟 

部門協賛の基本方針 

 

１ 趣旨 

  京都府高等学校文化連盟は、京都府内における高校生の文化に関する活動の充実

向上を図るとともに、文化の振興に役立てることを目的として設立された団体であり、

演劇、合唱、吹奏楽（マーチングバンドを含む）、器楽・管弦楽、日本音楽、吟詠剣詩

舞、郷土芸能、バトントワリング、美術・工芸、書道、写真、放送、囲碁、将棋、小倉

百人一首かるた、新聞、文芸、自然科学及び茶道専門部を有し、文化系部活動の充実・

発展に寄与している。 

本連盟の趣旨に賛同する企業・大学等に対し、各専門部事業の協賛による支援を依

頼し、同事業を広く広報するとともに、円滑な運営に資する。 

 

２ 協賛の内容及び方法 

  協賛者が協賛の特典を受ける対価として、専門部事業運営のための資金、物品も

しくは開催費用の一部を提供する。 

 

３ 協賛の特典 

(1) 京都府高等学校文化連盟各専門部開催事業の共催名義使用 

 (2) 総合プログラム等への企業名及び広告の記載 

 (3) その他京都府高等学校文化連盟が認めたもの 

 

４ 使途 

   当該専門部運営及び大会の周知促進や各専門部の内容の充実を図るために要す

る経費等に充当する。 

 



京都府高等学校文化連盟 

部門協賛取扱要領 

 

（目的） 

第１ この要領は、京都府高等学校文化連盟（以下「連盟」という。）の趣旨に賛同

する企業・大学等からの協賛の取扱いについて、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（協賛の対象） 

第２ 協賛の対象は、各専門部事業開催に関わる全般と京都府高等学校総合文化祭広

告協賛とする。 

 

（協賛の方法及び特典） 

第３ 協賛者は協賛金、物品もしくは開催費用の一部を提供するものとする。 

   京都府高等学校文化連盟会長又は専門部会長（以下「会長」という。）は、協

賛を行う企業等に対し、協賛の規模に応じて、以下の内容の特典を提供する。 

(1) 連盟各専門部の開催事業共有名義使用。 

    (2) 文化祭総合プログラム等への企業名及び広告の記載。 

    (3) その他京都府高等学校文化連盟（以下「連盟」という）が認めたもの。 

 

（協賛金及び協賛物品の使途） 

第４ 提供された協賛金等の取扱いは、次のとおりとする。 

   (1) 協賛金は、当該専門部運営費及び大会の周知促進や内容の充実を図るため

に要する経費に充当する。 

   (2) 協賛物品は、当該専門部運営及び大会の周知促進や内容の充実を図るため

に使用する。 

 

（協賛の受付期限） 

第５ 協賛の受付期限は、原則として令和２年 12 月末日とする。 

 

（特典の提供時期） 

第６ 特典の提供時期は、原則として、協賛金の納付もしくは協賛物品の納品を連盟

または専門部が確認した後とする。 

第７ 企業・大学等は、提供された特典を第三者に移転又は譲渡してはならない。 



（特典の有効期間） 

第８ 第６の規定により企業・大学等へ提供する特典の有効期間は、令和３年３月末

日とする。 

 

（申込み） 

第９ 協賛を希望する企業・大学等は、京都府高等学校文化連盟部門協賛申込書（以

下「協賛申込書」という。）により、専門部会長に申し込むものとする。 

京総文広告協賛（総合プログラム掲載）を希望する場合は、各専門部で取りまと

め高文連会長に申し込むものとする。 

 

（適格を欠く内容） 

第 10 会長は、申込みの内容が次のいずれかに該当するときは、協賛の申込みを受

諾しない。 

 (1) 特定の政治団体、思想、宗教等の活動を目的とするもの 

 (2) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるもの 

 (3) 文化祭の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなるおそれがあるもの 

 (4) その他会長が不適当と認めるもの 

 

（協賛の成立） 

第 11 会長は、申込みの内容等が前項の各号に該当しないと判断したときは、協賛

申込書を提出した企業・大学等に対して、期日を定め、納付等を依頼する。 

 

（納付等の時期） 

第 12 納付等を依頼された企業・大学等（以下「協賛企業等」という。）は、指定さ

れた期日までに納付等を行う。なお、納付等に要する費用は原則として協賛企業

等の負担とする。  

 

（特典提供の停止） 

第 13 会長は、協賛企業・大学等が次のいずれかに該当すると思われるときは、特典

の提供を停止することができる。 

(1) 協賛企業・大学等の協賛内容について、不正の事実を発見したとき。 

 (2) 協賛企業・大学等が故意又は重大な過失により本連盟又は第三者に損害を与え

たとき。 

 (3) その他会長が、特典の提供を停止する必要があると認めたとき。 

 



（協賛金等の取扱い） 

第 14 前項の規定により特典の提供を停止した場合であっても、連盟は、協賛企業・

大学等から納付された協賛金や提供された物品等の返還は行わないものとする。 

 

（賠償責任） 

第 15 協賛企業・大学等が、次のいずれかに該当したときは、その被害者に対し、当

該企業・大学等は損害を賠償しなければならない。 

(1) 協賛の実施に当たり、自らの責めに帰すべき理由により、連盟又は第三者に

損害を与えたとき。 

(2) 第 13 の規定による特典提供の停止を受けたことにより、連盟又は第三者に

損害を与えたとき。 

 

（免責） 

第 16 協賛企業・大学等が、第 13 の規定による特典提供の停止又は前項の規定によ

る第三者への賠償により損害を受けた場合においても、連盟はその責めを負わな

い。 

 

（その他） 

第 17 この要領に定めるもののほか、協賛の実施に関し必要な事項は、会長が定め

る。 

  

附 則 

この要領は、令和２年６月１日から施行し、令和３年３月 31 日をもって、その効

力を失う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【広告協賛原稿サイズ】 

Ａ４版・モノクロ印刷 

 

１／８ 

（たて64mm×よこ91mm） 

 

５，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１／４ 

（たて64mm×よこ182mm） 

 

１０，０００円 

 

 

 

 

 

 

１／２ 

（たて128mm×よこ182mm） 

 

３０，０００円 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

全面 

（たて257mm×よこ182mm） 

６０，０００円 

 

ただし、「表紙の裏面」「裏表紙の裏面とその前頁」については７０，０００円とし、

協賛実績のある企業等を優先する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


